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十
三
年
四
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一
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県
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岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
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岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
日
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無
背
景

の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面

に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
免
許
証
用
写
真
」
と
い
う
。）
を
貼
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
」
の
下
に
「
別
記
第
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
」
を
加

え
る
。 

 
第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」

を
「
第
一
項
」
に
、「
か
つ
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
免
許
証

又
は
免
許
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録
事
項
変
更
届
に
併
せ
て
免

許
証
用
写
真
を
貼
付
し
た
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し

 

 
 
 
 
 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 

号 

外 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

( ) 
二
十
二 

ペ
ー
ジ 



 号 外 (22)  岐  阜  県  公  報  平成 23 年４月１日  （ 2 ） 

 

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
五
条
第
一
項
中
「
別
記
第
四
号
様
式
」
を
「
免
許
証
用
写
真
を
貼
付
し
た
別
記
第
四
号
様
式
」
に

改
め
る
。 

 

第
九
条
の
十
四
中
「
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
指

定
登
録
機
関
が
二
級
建
築
士
等
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
を
「
指

定
登
録
機
関
が
二
級
建
築
士
等
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら

第
七
条
の
二
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
、「（
第
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
を
、「
別
記
第
一
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
の
定

め
る
様
式
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
中
「
免
許
証
用
写
真
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
用
写

真
」
と
」
を
、「
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
」
の
下
に
「
別
記
第
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
、「
及

び
第
五
条
第
二
項
」
を
「
中
「
免
許
証
用
写
真
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
用
写
真
」
と
、「
別
記
第

三
号
様
式
に
よ
る
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
の
定
め
る
様
式
に
よ

る
免
許
証
明
書
書
換
え
交
付
申
請
書
」
と
、
同
条
第
三
項
」
に
、「
別
記
第
四
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
登
録
機
関
の
定
め
る
様
式
」
と
、「
免
許
証
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
再
交
付
申

請
書
」
を
「
免
許
証
用
写
真
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
用
写
真
」
と
、「
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る

免
許
証
再
交
付
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
免
許
証
明
書
再
交
付

申
請
書
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
」
に
、「
及
び
第
二
項
」
を
「
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第１号様式（第１条関係） 

二級建築士免許申請書 

 

〔記入上の注意〕数字は、算用数字を用い、※欄の記入をせず、□のある欄は、該当する□の中にレ印を付け

てください。外国の建築士免許を受けた方は「試験」の欄にその免許の名称、免許者名及び免許の年月日を

記入してください。 

 

 私は、二級建築士の免許を受けたいので、戸籍謄本（抄本）及び登記事項証明書を添え、申請します。 

 

私は、下記事項が真実かつ正確であることを誓います。 

      年  月  日 

氏名           

（署     名）  

 岐阜県知事     様 

 

氏  名 
 生年 

月日 
年  月  日 

本  籍 
 

性別 男□ 女□ 

現 住 所 
 

 二級建 

 木造 

写真 

 

１ 縦 4.5 ㎝、横 3.5 ㎝

の写真の裏面に氏名及

び撮影年月日を記入し

て貼り付けてください。 

２ 貼付した写真は免許

証明書に転写されます。 

試  験 

合格日付     年  月  日  合格番号 第      号 

欠 
 

格 
 

事 
 

由 

１ 後見開始又は保佐開始の審判（禁治産又は準禁治産の宣告もこれ

に該当するとみなされます。）を受けていますか。 

２ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 

  あるときはその罪及び刑 

  あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日 

３ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して

罰金の刑に処せられたことがありますか。 

  あるときはその罪及び刑 

  あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日 

４ 建築士法第９条第１項第４号又は第10条第１項の規定により一級

建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがあ

りますか。 

  あるときは、その日 

５ 建築士法第10条第１項の規定による業務の停止の処分を受け、そ

の停止の期間中に同法第９条第１項第１号の規定により一級建築

士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありま

すか。 

  業務の停止の処分を受けたことがあるときは、その停止の期間 

いる□    いない□ 

 

ある□     ない□ 

 

 

  年  月  日 

ある□     ない□ 

 

 

  年  月  日 

ある□     ない□ 

 

  年  月  日 

 

ある□     ない□ 

 

 

 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

※審査  

※登録 

番号 
 

※登 録 

 年月日 
 

※受付 

番号 

 

 

二級 

木造 建築士免許申請書 

二級 

木造 

ふり   がな 

は 

ちょう 

（表） 

建築士試験に合格した時期            年 

※ ※ ※ 
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岐阜県収入証紙納付書 
 

住  所 

納
入
者 

氏  名 貼付金額 円 

 
ここに、岐阜県収入証紙を貼つてください。 

注 意 

 １ 国の収入印紙と間違えないでください。 
 ２ 収入証紙は、納入者において消印しないでください。 
 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

（裏） 
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第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

 
（
表
）

 

  
二

級
建

築
士

免
許

証
 

   
（
氏
 
 
 
 
 
 
名
）
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

  
 
二
級
建
築
士
登
録
番
号
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

 
 
登
 
録
 
年
 
月
 
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
建
築
士
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
20
2
号
）
に
よ
り
二
級
建
築
 

士
の
免
許
を
与
え
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

    
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岐
阜
県
知
事
（
氏

 
 
 
 
 
名
）

 

 
2.4

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

3.0 センチメートル 

5.4センチメートル 

8
.5

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

 

        

講
習
の
種
別

 

        

修
了
年
月
日

 

        

修
了
証
番
号

 

講
習
受
講
履
歴

 

（
裏
）

 

写
 

  真
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別
記
第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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第
２

号
の

２
様

式
（

第
２

条
関

係
）

 

  
木

造
建

築
士

免
許

証
 

   
（
氏
 
 
 
 
 
 
名
）
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

  
 
木
造
建
築
士
登
録
番
号
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

 
 
登
 
録
 
年
 
月
 
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
建
築
士
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
20
2
号
）
に
よ
り
木
造
建
築
 

士
の
免
許
を
与
え
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

    
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岐
阜
県
知
事
（
氏
 
 
 
 
 
名
）

 

 
2.4

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

3.0 センチメートル 

5.4センチメートル 

8
.5

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

（
表

）
 

 

        

講
習
の
種
別

 

        

修
了
年
月
日

 

        

修
了
証
番
号

 

講
習
受
講
履
歴

 

（
裏
）

 

写
 

  真
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別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第３号様式（第４条関係） 

二級 建築士登録事項変更届・免許証書換え交付申請書 
 

木造 建築士登録事項変更届・免許証書換え交付申請書 
 
 私は、 
  □ このたび下記のとおり登録事項に変更が生じましたので、岐阜県建築士法施行細則第４条第１項の

規定により届け出ます。 
  □ 岐阜県建築士法施行細則第４条第２項の規定により書換え交付を申請します。 
 
                               年   月   日 
 
 岐阜県知事      様 
 
                     申請者住所                    
 
                     氏   名                    
                           （  署      名  ） 

記 

建築士登録事項変更届・免許証書換え交付申請書 

（表） 

登録事項 変更 

１ 氏 名
ふ り が な

   

２ 生 年 月 日   

３ 性 別   

４ 登 録 番 号  

５ 登 録 年 月 日  

６ 変 更 年 月 日  

７ 変更の理由 

写真貼付欄 
注意 

１．申請者本人のみ 

２．６ヶ月以内に撮影したもの 

３．正面、無帽、無背景 

４．縦 45mm×横 35mm 

 

※写真の裏面に氏名を記載して

からのりでしっかりと貼り付

けてください。 

 

 注意事項 
１ 建築士登録事項変更届のみを提出する場合は表題の「免許証書換え交付申請書」を見え消しとすること

（写真貼付は不要）。 
２ 書換え交付申請のみを行う場合は、表題の「建築士登録事項変更届」を見え消しとすること（変更欄及

び６変更年月日は記入不要。７変更理由には「カード型免許証へ切り替え希望」と記載すること。）。 
３ 表題中「二級」あるいは「木造」を選択し、該当する本文の□に✔を記入すること。 
４ 登録事項変更届には６ヶ月以内の戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。 
５ 書換え交付申請には当該免許証を添付すること。 
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（裏） 

岐阜県収入証紙納付書 
 

住  所 

納
入
者 

氏  名 貼付金額 円 

 
ここに、岐阜県収入証紙を貼つてください。 

注 意 

 １ 国の収入印紙と間違えないでください。 
 ２ 収入証紙は、納入者において消印しないでください。 
 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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第４号様式（第５条関係） 

二級 建築士免許証再交付申請書 
 

木造 建築士免許証再交付申請書 
 
 私は、このたび免許証を汚損、亡失しましたので、岐阜県建築士法施行細則第５条第１項の規定により下

記のとおり再交付を申請します。 
 
                                   年   月   日 
 
 岐阜県知事      様 
 
                       申請者住所                    
 
                       氏   名                    
                             （  署      名  ） 
 

記 

建築士免許証再交付申請書 

（表） 

１ 氏 名
ふ り が な

  

２ 生 年 月 日  

３ 性 別  

写真貼付欄 
注意 

１．申請者本人のみ 

２．６ヶ月以内に撮影したもの 

３．正面、無帽、無背景 

４．縦 45mm×横 35mm 
 
※写真の裏面に氏名を記載して
からのりでしっかりと貼り付け
てください。 

４ 登 録 番 号  

５ 登 録 年 月 日 年   月   日 

６ 汚損又は亡失の年月日 年   月   日 

７ 汚損又は亡失の理由（具体的に詳しく記入のこと。） 

 
注意事項 
１ 免許証を汚損した場合は、当該免許証を添付すること。 
２ 免許証を紛失した場合は、当該紛失を証する書類（注：官公署の発行する天災その他の理由により滅失

したことを証明するものをいう。）又は市町村長の発行した身分証明書を添付すること。 
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（裏） 

岐阜県収入証紙納付書 
 

住  所 

納
入
者 

氏  名 貼付金額 円 

 
ここに、岐阜県収入証紙を貼つてください。 

注 意 

 １ 国の収入印紙と間違えないでください。 
 ２ 収入証紙は、納入者において消印しないでください。 
 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
別
記
第
二
号
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）
に
よ
る
二
級
建
築
士
免
許
証
及
び
木

造
建
築
士
免
許
証
は
、
改
正
後
の
別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
の
二
様
式
（
以
下
「
新
様
式
」

と
い
う
。）
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
様
式
に
よ
る
二
級
建
築
士
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
二
級
建

築
士
又
は
旧
様
式
に
よ
る
木
造
建
築
士
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
木
造
建
築
士
は
、
そ
れ
ぞ
れ

新
様
式
に
よ
る
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
付
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の

書
換
え
交
付
の
申
請
と
み
な
す
。 
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